
船舶インシデント調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年１１月３０日 １３時２０分ごろ 

発生場所 高知県土佐市白ノ鼻東方沖 

 白ノ鼻灯台から真方位０９０°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２５.８′ 東経１３３°２７.８′） 

インシデントの概要  プレジャーボートBAKARA
バ カ ラ

23 は、北進中、主機が停止し、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 平成２６年１２月１日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート BAKARA23、２.８トン 

 ２５０－５２７０８高知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 白波、潮汐 下げ潮の初期 

 インシデントの経過  本船は、約１８ノットの対地速力で航行中、船外機が異音を発して

停止した。 

 機関整備業者が船外機を点検したところ、４番シリンダの連接棒ボ

ルトが折損し、連接棒がクランクケースを突き破ったことが判明し

た。 

分析  本船は、船外機の４番シリンダの連接棒ボルトが折損したことか

ら、連接棒がクランクケースを突き破り、船外機の運転ができなくな

ったものと考えられるが、４番シリンダの連接棒ボルトが折損するに

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、船外機の４番シリンダの連接棒ボルト

が折損したため、連接棒がクランクケースを突き破り、船外機の運転

ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船外機の定期整備については、取扱説明書を参考にして確実に実

施すること。 

 


